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大月市高齢者虐待防止(予防)マニュアル 

 

作成の目的 

 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成１８年４月

１日から施行されました。この法律では、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあることから、

高齢者虐待の防止等に関する国や地方公共団体、及び国民の責務を定めました。そして、

高齢者虐待の防止や養護者への支援を促進することで、高齢者の権利や利益を守ることを

目指しています。法では、高齢者虐待対応の窓口として、市町村が重要な役割を担うことと

なりました。 

しかし、高齢者虐待は、様々な状況の中で発生しており、背景にある過去からの複雑な家

族関係や老々介護の問題等、大月市においても対応に苦慮している事例が少なくありませ

ん。 

  「大月市高齢者虐待防止(予防)マニュアル」は、虐待を受けている高齢者を保護し、養護

者に対して適切な支援を行うこと、高齢者に関わる関係者が共通理解を深めて早期発見や

虐待防止および予防に役立てることを目的に作成致しました。 

 

 

マニュアルを利用する対象 

 

高齢者虐待および予防に対応する支援者とします。 
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大月市高齢者虐待防止１０箇条 

 

１、ち  小さな傷も見逃さず 

身体にある、傷ややけどの痕などは高齢者虐待の重要な手がかりです。 

２、い  いつもと違う様子は、要注意 

何となく表情が暗い、おどおどしているなど十分注意する必要があります。 

３、き  近所の声かけ 大切に 

「大変ですね」そんな一言が介護者の気持ちを和らげます。 

４、で  ＤＶ防止法の活用も視野に入れ 

夫婦間の場合は、ＤＶ防止法による保護等も考慮します。 

５、ぎゃ 虐待はどんな場合も許されません 

どんな場合であっても、虐待は許されません。早期発見･見守り体制を整えることが

大切です。 

６、く  苦しい介護は我慢せず 

長期にわたる介護に疲れたり、介護に悩んだら、大月市地域包括支援センター、認

知症介護ホットラインなどへ気軽に相談をしましょう。 

７、た  立入調査や質問で状況を把握 

繁急度に応じ、虐待の疑いが濃厚な場合等は、立入調査等で正確な状況を把握

します。 

８、い  一番大切なのは虐待を受けている高齢者の人権です 

高齢者本人がどのように暮らしていきたいのか。その気持ちを尊重し高齢者の尊厳

を守らなければなりません。 

９、ぼう 暴行など生命の危険には、すぐに対応 

生命の危険がある場合は、身の安全を確保した上で、

警察、病院、行政等のしかるべき機関に連絡して、支

援を求めます。 

10、し  社会から虐待をなくしましょう  

高齢者虐待は表面化しにくいことを、関係者や地域

住民が十分に理解することが必要です。                      


